
                                         

  

 

大阪府立大学創基１３０年記念事業募集要項 
 

１．目  的 
 ２０１３(平成２５)年に「創基１３０年」を迎えるにあたり、本学の教育研究、社会貢献活動等
の成果を学内外にアピールし、ブランド力向上や創基１３０年の機運醸成に資する記念事業(以下
｢事業」という。)に対して、予算の範囲内で必要経費を補助する。 

 
２．募集対象者 
教職員又は組織・団体・グループ単位で事業を企画、実施するもの。 

（１） 教職員 
（２） 学部・研究科・学域・学類・機構・センター等 
（３） 部局・課（室）、同窓会、課外活動団体 
（４） 在学生・卒業生（グループに限る） 

 
３．補助対象事業等 
大学関係者や地域住民を対象に学内外で実施する事業(各年度２０件程度)。 

（１） 公開講座・講演・セミナー・シンポジウム 
（２） その他補助の目的に合致する企画、イベント等 

 
４．補助金額 
1事業について、１０万円を限度とする。ただし、大阪府立大学創基１３０年事業企画委員会が

特に必要があると認めた場合はこの限りではない。 
 
５．募集期間 
平成２３年１０月１日から平成２５年１２月３１日まで、随時受付。 
ただし、平成２６年３月３１日までに実施する事業とする。 

 
６．応募書類等 
所定の様式１に必要事項を記入の上、「大阪府立大学創基１３０年事業推進事務局」宛に郵送、

学内便、メール等の方法により応募する。 
なお、複数の事業を応募する場合は、事業ごとに応募用紙を作成のこと。 

 
７．補助の条件 
（１）「大阪府立大学創基１３０年記念事業」の文字と「大阪府立大学創基１３０年事業シンボル

マーク」をポスター、チラシ、プログラム等の案内の中に必ず掲載すること。 

（２）主催者の開会挨拶等がある場合は、創基１３０年記念事業であることを紹介すること。 

（３）ポスター、チラシ、プログラム等を事務局あて提出すること。 

（４）企画の所有権・著作権の対価を大阪府立大学に請求することは一切行わないこと。 

（５）事業の終了後に、様式３により結果報告を行うこと。  



                                         

  

   
 
８．事業費補助額の決定 
 大阪府立大学創基１３０年事業企画委員会において応募内容を審査のうえ、採否ならびに補助額

を決定し、様式２により応募代表者に結果を通知する。 
 
９．事業の周知 

    補助決定事業については、本学ウェブサイトにおいて実施内容等を公開するとともに、必要に 
応じて報道提供を行う。 
 
１０．応募と問合せ先 

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町１番１号  
  大阪府立大学 広報渉外部広報課内 
創基１３０年事業推進事務局 

（中百舌鳥キャンパスＡ１棟１階(大学本部)） 
     学内内線 2129   電話  072-254-7620(直通)     
     e-mail  souki130@osakafu-u.ac.jp  
 

 
(※)応募用紙は大阪府立大学創基１３０年事業ウェブサイトからダウンロードできます。  

URL http://www.osakafu-u.ac.jp/130/outline.html 
 


